
【県外私立学校用】 

宮城県では、国の「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)」を活用し、低所得世帯の生徒に対

して授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金を支給しています(返還の必要はありません)。 

１ 支給要件等 

基準日※現在、私立の高等学校・中等教育学校（後期課程）・高等専門学校・専修学校（高等課程）・各種学校及

び高等学校等専攻科に在学する生徒の保護者で、次の要件を全て満たす場合に対象となります。 

※７月１日(７月１日までに家計急変した場合は７月１日、７月２日以降に家計急変した場合は家計急変の発生

した月の翌月(家計急変の発生した日が月の初日である場合は、家計急変の発生した月)の１日) 

①保護者等全員の住民税所得割額が非課税又は生活保護(生業扶助)受給世帯であること。 

家計急変による経済的理由から住民税所得割が非課税相当である世帯も対象となります 

②保護者等全員が宮城県内に住所を有していること 

③生徒が就学支援金(又は学び直し支援金等)の受給資格を有する者であり、高等学校等に在学していること 

④児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと 

２ 支給金額(年額） 

※家計急変の場合の支給金額 

①７月１日までに家計が急変した場合は、年額を支給 

②７月２日以降に家計が急変した場合は、家計急変の発生月に応じて月割りで支給 

３ 申請方法 

 裏面に記載されている必要書類を下記提出先まで郵送又は直接持参してください。 

４ 申請書類について（令和６年７月１０日から、以下の場所・方法で入手することができます。） 

(１)宮城県総務部私学・公益法人課のホームページからダウンロード 

https://www.pref.miyagi.jp/site/shigaku/kyufu.html 

(２)宮城県総務部私学・公益法人課（宮城県行政庁舎１１階） 

(３)宮城県各合同庁舎（詳しい配架場所については、各地方振興事務所にお問合せください。） 

(４)返信用封筒(角２定形外封筒に保護者の氏名、送付先の郵便番号・住所を記入し140円切手を貼ったもの)を、

上記の「提出・問い合わせ先」へ郵送 

※返信用封筒を入れた封筒の裏側に，「奨学給付金申請書郵送希望」と記入してください。 

５ その他 

(１)奨学給付金は、支給決定後、申請書に記載の口座に振り込みます。 

(２)支給時期をお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。支給時期等については、書面でお知らせします。 

(３)虚偽の申請や不正受給が判明した場合は支給決定を取り消し、返還及び違約金を課す場合があります。 

世帯区分 全日制 通信制 

①生活保護(生業扶助)受給世帯 ５２，６００円 

５２，１００円 
②住民税所得割額非課税世帯(第１子) １４２，６００円 

③住民税所得割額非課税世帯(第２子以降) 

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 
１５２，０００円 

提出期限 

①非課税世帯・生活保護(生業扶助)受給世帯 

②令和６年７月１日までに家計が急変した世帯 
令和６年８月３０日（金） 

③令和６年７月２日以降に家計が急変した世帯 令和７年１月３１日（金）まで随時受付 

提出・問い

合わせ先 

〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

宮城県総務部私学・公益法人課調整班 

電話：０２２－２１１－２２６１ E-mail：shigakuy@pref.miyagi.lg.jp 

令和６年度宮城県私立高校生等奨学給付金について 

https://www.pref.miyagi.jp/site/shigaku/kyufu.html
mailto:shigakuy@pref.miyagi.lg.jp


【県外私立学校用】 

 

世帯区分 提出書類等 

共通 

(１)高校生等奨学給付金受給申請書 

(２)口座振込依頼書(申請者本人の口座) 

(３)振込先口座の通帳表紙等の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの

(４)在学証明書（宮城県指定様式） 

(※)個人対象要件証明書(高等学校等専攻科に在学されている場合) 

道府県民税所得割

額及び市町村民税

所得割額が非課税

の世帯 

(５)保護者等(父母等)全員の令和６年度の課税(非課税)証明書等(写し可) 

※収入の有無にかかわらず保護者等全員分の提出が必要です。 

(６)対象高校生等以外の、１５歳以上(中学生を除く。)２３歳未満の扶養している子の扶養誓

約書 

生業扶助受給世帯 (５)基準日現在、生業扶助の措置状況が確認できる書類(写し可) 

家計急変世帯 

(５)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類(写し可) 

※離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出など 

※収入が無い保護者等については、令和６年度の課税(非課税)証明書等 

(６)家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類(写し可) 

【家計急変前】令和６年度の課税証明書等 

【家計急変後】会社作成の給与見込(家計急変後１年分)、家計急変後３か月の給与明細、税

理士又は公認会計士の作成した証明書類など 

(７)保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(写し可) 

※扶養親族の記載が省略されていない課税証明書、扶養親族全員分の扶養誓約書 

(８)その他必要な書類(県から個別に依頼があったときのみ) 

 


